
中国の文化Ⅲ

日中文化交流史

第五回 民間交流の時代（上）



倭
は
、
白
村
江
の
戦
い
で
唐
・
新
羅
連

合
軍
に
敗
れ
た
後
、
新
た
な
「
近
代
化
」

に
取
り
組
ん
だ
と
い
い
ま
す
が
、
具
体
的

に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
す

か
？

？



西暦 中国 日本 使節 備考
600年 隋文帝開皇20年 推古8年 第一回遣隋使

遣隋使
（日中交流の草創期）

607年 隋煬帝大業 3年 15年 第二回遣隋使
608年 4年 16年 第三回遣隋使
614年 10年 22年 第四回遣隋使
618年 隋が滅亡し、唐が建国
630年 唐太宗貞観 4年 舒明2年 第一回遣唐使

遣唐使
（第一期 遣隋使の延長）

653年 唐高宗永徽 4年 白雉4年 第二回遣唐使
654年 5年 5年 第三回遣唐使
659年 顕慶 4年 斉明5年 第四回遣唐使
663年 白村江の戦い
665年 麟徳 2年 天智4年 第五回遣唐使

遣唐使
（第二期 戦後の外交交渉）

667年 乾封 2年 6年 途中帰国
669年 総章 2年 8年 第六回遣唐使

30年以上にわたり遣唐使の派遣を中断し、唐の先進的な制度に倣ってさらなる改革を進めた
702年 武則天長安 2年 大宝2年 第七回遣唐使

遣唐使
（第三期 最盛期）

717年 唐玄宗開元 5年 養老元年 第八回遣唐使
733年 21年 天平5年 第九回遣唐使
746年 天宝 5年 18年 中止
752年 11年 天平勝宝4年 第十回遣唐使
759年 唐粛宗乾元 2年 天平宝字3年 第十一回遣唐使
762年 唐代宗宝応元年 6年 中止(二回)
777年 大暦12年 宝亀8年 第十二回遣唐使

遣唐使
（第四期 衰退期）

780年 唐徳宗建中元年 11年 第十三回遣唐使
804年 貞元20年 延暦23年 第十四回遣唐使
836年 唐文宗開成元年 承和5年 第十五回遣唐使
894年 唐昭宗乾寧元年 寛平6年 中止
907年 唐が滅亡



唐

新羅

律令(法律制度) 大宝律令(681～701)

国子監(教育制度) 大学寮(671?～701)

倭

正史(国史編纂) 日本書紀(681～710)

倭
か
ら
日
本
へ(

日
本
側
の
記
録)

〔
解
説
〕

白
村
江
の
戦
い
に
敗
れ
た
後
、
日
本
は

中
国
の
先
進
的
な
法
治
制
度
に
倣
い
、
律

(

刑
法)

や
令(

行
政
法)

を
整
備
し
た
ほ
か
、

教
育
、
国
史
編
纂
な
ど
の
改
革
も
進
め
、

国
号
も
「
倭
」
か
ら
「
日
本
」
に
改
め
た
。



「
日
本
」
と
い
う
国
号
は
、
い
つ
か
ら

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
？

？



倭
か
ら
日
本
へ(

日
本
側
の
記
録)

〔
解
説
〕

『
大
宝
律
令
』(

七
〇
一
年
成
立)

に
は
、

対
外
的
な
国
号
と
し
て
「
日
本
」
を
使
用

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

＊
『
大
宝
律
令
』
は
そ
の
後
失
わ
れ
た
が
、
平
安

時
代
前
期
の
法
律
学
者
・
惟
宗
直
本(

こ
れ
む

ね
の
な
お
も
と)

が
著
し
た
『
令
集
解
』(

り
ょ

う
の
し
ゅ
う
げ
＝
七
一
八
年
に
成
立
し
た

『
養
老
令
』
の
注
釈
書
、
九
世
紀
成
立)

に
は

「
古
記
」
か
ら
の
引
用
と
し
て
『
大
宝
律

令
』
の
逸
文
が
引
か
れ
て
お
り
、
こ
の
逸
文

の
中
に
「
日
本
」
と
い
う
国
号
に
関
す
る
規

程
が
見
ら
れ
る
。



倭
か
ら
日
本
へ(

日
本
側
の
記
録)

古
記
に
云
う
、

「
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨(

あ
め
の
し
た
し
ろ
し

め
す
や
ま
と
の
す
め
ら
み
こ
と
の
み
こ
と
の
り)

と
は
隣
国
及
び
蕃
国
に
対
す
る
詔
の
辞
で

あ
る
」

問
：
隣
国
と
蕃
国
と
の
違
い
は
何
か
？

答
：
隣
国
と
は
唐
で
あ
り
、
蕃
国
と
は

新
羅
で
あ
る
。

『
令
集
解
』
第
卅
一
令
式
一
詔
書



倭
か
ら
日
本
へ(

日
本
側
の
記
録)

〔
解
説
〕

『
大
宝
律
令
』
が
定
め
る
と
お
り
、

「
日
本
」
と
い
う
国
号
は
唐
や
新
羅
と
の

外
交
の
場
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。

『
大
宝
律
令
』
の
編
纂
に
も
関
わ
っ
た

粟
田
真
人
は
、
七
〇
二
年
、
第
七
回
遣
唐

使
の
長
官
と
し
て
渡
唐
し
た
際
、
「
日
本

国
の
使
節
」
と
名
乗
っ
た
こ
と
が
『
続
日

本
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。



倭
か
ら
日
本
へ(

日
本
側
の
記
録)

(
七
〇
四
年)

秋
七
月
甲
申
朔
、
正
四
位

下
・
粟
田
朝
臣
真
人(

あ
わ
た
の
あ
そ
ん
ま
ひ
と)

が

唐
か
ら
帰
国
し
た
。

唐
に
着
い
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
あ
る
人

が
尋
ね
た
。

「
ど
こ
の
国
の
使
節
の
方
で
す
か
」

そ
こ
で
答
え
て
言
っ
た
。

「
日
本
国
の
使
節
で
す
」

『
続
日
本
紀
』
巻
三

慶
雲
元
年
（
七
〇
四
年
）



倭
か
ら
日
本
へ(

日
本
側
の
記
録)

唐
の
人
は
我
々
の
使
節
に
こ
う
い
っ
た
。

「
海
の
東
に
あ
る
倭
と
い
う
国
は
君
子
の

国
で
、
人
々
は
豊
か
で
礼
義
正
し
い
と
よ

く
聞
い
て
い
ま
し
た
。
い
ま
使
節
の
方
々

の
立
派
な
様
子
を
見
て
、
そ
れ
が
本
当
だ

と
わ
か
り
ま
し
た
」

『
続
日
本
紀
』
巻
三

慶
雲
元
年
（
七
〇
四
年
）



倭
か
ら
日
本
へ(

朝
鮮
側
の
記
録)

〔
解
説
〕

一
方
、
朝
鮮
側
の
記
録
に
は
、
日
本
が

七
〇
一
年
に
『
大
宝
律
令
』
を
制
定
す
る

以
前
か
ら
、
「
日
本
」
と
い
う
国
号
を
使

用
し
て
い
た
可
能
性
を
示
す
記
録
が
あ
る
。

『
三
国
史
記
』
＊
新
羅
本
紀
の
中
の
記
事

で
あ
る
。

＊
『
三
国
史
記
』
は
高
麗
の
金
富
軾
ら
が
編
纂

し
た
官
撰
の
歴
史
書
。
一
一
四
五
年
完
成
、

五
〇
巻
。
新
羅
・
百
済
・
高
句
麗
の
三
国
の

歴
史
が
紀
伝
体
で
記
さ
れ
て
い
る
。



倭
か
ら
日
本
へ(

朝
鮮
側
の
記
録
①)

(
新
羅
の
孝
昭
王
の
七
年(

六
九
八
年)

＊

三
月
、
日
本
国
使
が
到
着
し
た
。
王
は
崇

礼
殿
で
引
見
し
た
。

『
三
国
史
記
』
巻
八
新
羅
本
紀
孝
昭
王
七
年

＊
『
大
宝
律
令
』(
七
〇
一
年
成
立)

よ
り
も
三
年

前
に
「
日
本
国
使
」
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三国史記（韓国・国史編纂委員会）



倭
か
ら
日
本
へ(

朝
鮮
側
の
記
録)

〔
解
説
〕

さ
ら
に
朝
鮮
側
の
記
録
で
あ
る
『
三
国

史
記
』
の
新
羅
本
紀
に
は
、
新
羅
の
文
武

王
十
年(

六
七
〇
年)

に
倭
が
国
号
を
「
日

本
」
に
改
め
た
と
い
う
記
事
も
見
ら
れ
る
。

＊
こ
の
記
録
が
正
し
け
れ
ば
、
倭
は
『
大
宝
律

令
』(

七
〇
一
年
成
立)

よ
り
も
三
十
年
以
上
前

に
国
号
を
「
日
本
」
と
改
め
て
い
た
こ
と
に
な

る
。



倭
か
ら
日
本
へ(

朝
鮮
側
の
記
録
②)

（
新
羅
の
文
武
王
十
年(

六
七
〇
年)

）
＊
、

倭
国
が
国
号
を
日
本
に
改
め
た
。
自
ら
言

う
と
こ
ろ
で
は
、
日
の
出
る
と
こ
ろ
に
近

い
の
で
こ
の
名
に
し
た
と
い
う
。

『
三
国
史
記
』
巻
六
新
羅
本
紀
文
武
王
十
年

＊
『
三
国
史
記
』(

一
一
四
五
年
成
立)

の
こ
の
一

節
は
、
中
国
で
編
纂
去
れ
た
正
史
『
新
唐
書
』

(

一
〇
六
〇
年
成
立)

の
記
事
と
類
似
し
て
い
る

た
め
、
そ
れ
を
読
み
誤
っ
て
写
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
研
究
者
も
い
る
。

三国史記（韓国・国史編纂委員会）



倭
か
ら
日
本
へ(

中
国
側
の
記
録)

〔
解
説
〕

中
国
側
の
記
録
で
あ
る
『
新
唐
書
』
巻

二
二
〇
東
夷
列
伝
＊
に
は
、

①
六
七
〇
年
に
遣
唐
使
が
来
た
こ
と

②
国
号
を
倭
か
ら
日
本
に
改
め
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
両
記
事
の
間

に
は
「
後
」
の
一
字
が
入
っ
て
い
る
た
め
、

国
号
を
い
つ
改
め
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

＊
『
新
唐
書
』
は
北
宋
の
欧
陽
脩
ら
が
編
纂
し
た

唐
代
の
正
史
。
仁
宗
の
嘉
祐
六
年
（
一
〇
六

〇
年
）
成
立
。
二
二
五
巻
。

新唐書（国立公文書館蔵）



倭
か
ら
日
本
へ(

中
国
側
の
記
録)

咸
亨
元
年(

六
七
〇
年)

、
（
日
本
は
）

高
句
麗
平
定
を
祝
う
使
節
を
派
遣
し
た
＊
。

そ
の
後
、
中
国
語
を
少
し
習
う
と

「
倭
」
と
い
う
名
を
嫌
い
、
国
号
を
「
日

本
」
に
改
め
た
。
使
者
が
自
ら
言
う
に
は
、

国
が
日
の
出
る
所
に
近
い
た
め
、
こ
れ
を

名
に
し
た
と
い
う
。

『
新
唐
書
』
卷
二
百
二
十
東
夷
伝
日
本

＊
天
智
天
皇
の
七
年(

六
六
八
年)

、
唐
が
高
句
麗

を
平
定
し
た
の
を
受
け
、
翌
六
六
九
年
に
派
遣

さ
れ
た
第
六
回
遣
唐
使
を
指
す
。

新唐書（国立公文書館蔵）



唐

新羅

倭
か
ら
日
本
へ

〔
解
説
〕

倭
は
七
〇
一
年
に

『
大
宝
律
令
』
で

対
外
的
な
国
号
を
「
日
本
」
と
定
め
た
が
、

中
国
や
朝
鮮
半
島
の
記
録
に
は
、
そ
れ
以

前
か
ら
「
日
本
」
と
い
う
国
号
が
使
わ
れ

て
い
た
可
能
性
を
示
す
記
事
が
散
見
さ
れ

た
。

670年、「倭国が国号を日
本に改める」 (三国史記)

670年、第6回遣唐使の“後”に
国号を「日本」に改めた(新唐書)

698年、新羅に「日本国使
至る」 (三国史記)

701年、大宝律令が対外的
な国号を「日本」と定める



「
日
本
」
と
い
う
国
号
の
誕
生

〔
解
説
〕

大
陸
と
の
交
流
で
、
中
国
語
を
学
ん
だ

倭
は
、
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
「
倭
」

と
い
う
蔑
称
を
拒
否
し
、
新
羅
や
唐
に
対

し
て
「
日
出
る
と
こ
ろ
」

を
表
す
「
日

本
」
と
い
う
国
号
へ
の
変
更
を
宣
言
し
た
。

そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
諸

説
が
あ
っ
た
が
、
近
年
、
西
安
市
で
六
七

八
年
に
没
し
た
百
済
出
身
の
将
軍
・
袮
軍

の
墓
誌
石
が
発
見
さ
れ
、
そ
こ
に
「
日

本
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
よ

り
、
七
世
紀
末
に
は
「
日
本
」
と
い
う
国

号
が
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。



新
発
見
の
墓
誌
石
に
刻
ま
れ
て
い
た
日
本

〔
解
説
〕

二
〇
一
一
年
、
吉
林
大
学
古
籍
研
究
所

の
王
連
龍
副
教
授
は
、
六
七
八
年
に
唐
で

没
し
た
百
済
出
身
の
将
軍
・
袮
軍(

禰
軍

で

い
ぐ
ん
）
の
墓
誌
石
が
発
見
さ
れ
、
そ
こ

に
「
日
本
」
と
い
う
国
号
が
使
用
さ
れ
て

い
る
と
発
表
し
た
。



新
発
見
の
墓
誌
に
刻
ま
れ
て
い
た
日
本
＊

于
時
日
本
余
噍
據
扶
桑
以
逋
誅

（
こ
の
と
き
日
本
の
生
き
残
り
は
扶
桑

に
拠
っ
て
討
伐
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
）

『
大
唐
故
右
威
衛
将
軍
上
柱
國
袮
公
墓
誌
銘
并
序
』

＊
王
連
龍
「
百
済
人
袮
軍
墓
誌
考
論
」

(

社
会
科
学
戦
綫
二
〇
一
一
年
第
七
期
）



善隣国寶記（国文学研究資料館所蔵）

新
発
見
の
墓
誌
に
刻
ま
れ
て
い
た
日
本

〔
解
説
〕

祢
軍
は
も
と
百
済
の
最
高
位
で
あ
る
佐

平
で
あ
っ
た
が
、
六
六
〇
年
、
百
済
滅
亡

の
際
に
唐
に
帰
順
し
、
白
村
江
の
戦
い
の

翌
六
六
四
年(

天
智
天
皇
の
三
年)

に
は
唐

の
外
交
使
節
団
の
一
員
と
し
て
日
本
を
訪

れ
て
い
る
。



唐

新羅

倭
か
ら
日
本
へ

〔
解
説
〕

袮
軍
の
墓
誌
の
「
日
本
」
に
つ
い
て
は
、

極
東
を
指
す
一
般
名
詞
と
す
る
説(

東
野

治
之
説)

も
あ
る
が
、
こ
れ
が
文
字
通
り

日
本
を
指
す
と
す
れ
ば
、
袮
軍
が
没
し
た

六
七
八
年
に
は
、
中
国
で
も
「
日
本
」
と

い
う
国
号
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

698年、新羅に「日本国使
至る」 (三国史記)

670年、第6回遣唐使“後”、
国号を「日本」に(新唐書)

670年、「倭国が国号を日
本に改める」 (三国史記)

701年、大宝律令が対外的
な国号を「日本」と定める

678年に唐で没した百済人・
袮軍の墓誌に「日本」の文字



「
日
本
」
は
倭
習
漢
語(

和
製
中
国
語)

「
禰
軍
墓
誌
」
の
文
脈
か
ら
み
て
、
墓
誌

の
「
日
本
」
は
倭
国
以
外
に
は
解
し
え
な

い
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
の

「
日
本
」
が
倭
国
で
あ
る
こ
と
の
決
定
的

な
証
拠
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
（
中
略
）

「
本
」
の
字
が
「
下
」
「
辺
」
と
お
な
じ

意
味
を
も
つ
方
位
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
の

は
、
倭
語
に
お
い
て
で
あ
る
。(

中
略)

古
代

朝
鮮
語
の
「
本
」
に
も
場
所
を
し
め
す
接

尾
語
の
用
法
は
な
い
ら
し
い
。
と
す
れ
ば
、

「
日
本
」
は
倭
語
「
ひ
の
も
と
」
の
当
て

字
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
つ
ま
り
「
日

本
」
と
は
倭
習
の
漢
語
な
の
で
あ
る
。

井
上
亘
「
禰
軍
墓
誌
「
日
本
」
考
」

(

東
洋
学
報
第
九
五
巻
第
四
号
、
二
〇
一
四
年)

井上亘（1967-）



「
日
本
」
は
倭
習
漢
語(

和
製
中
国
語)

「
日
本
」
の
国
号
の
使
用
が
国
際
的
に
認

定
さ
れ
た
の
は
、
第
八
回
遣
唐
使
が
武
則

天
に
謁
見
し
た
長
安
二
年(

七
〇
二)

、
日
本

の
大
宝
二
年
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
「
倭
」
か
ら
「
日

本
」
へ
の
国
号
変
更
が
申
請
さ
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
六
七
〇
年
、
第
七

次
遣
唐
使
が
唐
高
宗
に
謁
見
し
た
と
き
で

あ
っ
て
、
『
旧
唐
書
』
日
本
伝
の
冒
頭
に

(

中
略)

「
日
本
」
の
意
味
が
三
度
も
説
明
さ

れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
倭
習
漢
語
を
中
国

人
が
解
し
か
ね
た
事
情
を
物
語
る
。

井
上
亘
「
禰
軍
墓
誌
「
日
本
」
考
」

(

東
洋
学
報
第
九
五
巻
第
四
号
、
二
〇
一
四
年)

井上亘（1967-）



「
日
本
」
は
倭
習
漢
語(

和
製
中
国
語)

日
本
国
は
倭
国
の
別
種
な
り
。
そ
の
国

が
日
辺
に
あ
る
た
め
、
日
本
を
名
と
し
た
。

あ
る
い
は
倭
国
は
そ
の
名
が
雅
で
な
い
こ

と
を
嫌
い
日
本
に
改
め
た
と
も
い
う
。
ま

た
日
本
は
も
と
小
国
で
あ
っ
た
が
、
倭
国

の
地
を
併
合
し
た
と
も
い
う
。
そ
の
朝
貢

に
来
た
も
の
は
み
な
尊
大
で
、
本
当
の
こ

と
を
答
え
な
い
た
め
、
中
国
は
疑
念
を

持
っ
た
。

『
旧
唐
書
』
巻
二
百
一
十
一
日
本
伝



九
世
紀
の
末
、
唐
の
衰
退
を
い
ち
早
く

予
見
し
た
日
本
は
、
遣
唐
使
を
廃
止
し
、

日
本
語
を
中
心
と
す
る
独
自
の
民
族
文
化

を
発
展
さ
せ
て
い
く
。
国
風
文
化
で
あ
る
。

日
本
語
を
記
述
す
る
た
め
、
漢
字
（
真

名
）
の
部
首
や
草
書
体
か
ら
民
族
文
字
＝

仮
名
文
字
が
創
造
さ
れ
、
十
世
紀
の
初
頭

に
は
こ
れ
を
使
っ
た
最
初
の
公
的
文
書
で

あ
る
古
今
和
歌
集
が
編
纂
さ
れ
た
。
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第一節 遣唐使の廃止



西暦 中国 日本 使節 備考
600年 隋文帝開皇20年 推古8年 第一回遣隋使

遣隋使
（日中交流の草創期）

607年 隋煬帝大業 3年 15年 第二回遣隋使
608年 4年 16年 第三回遣隋使
614年 10年 22年 第四回遣隋使
618年 隋が滅亡し、唐が建国
630年 唐太宗貞観 4年 舒明2年 第一回遣唐使

遣唐使
（第一期 遣隋使の延長）

653年 唐高宗永徽 4年 白雉4年 第二回遣唐使
654年 5年 5年 第三回遣唐使
659年 顕慶 4年 斉明5年 第四回遣唐使
663年 白村江の戦い
665年 麟徳 2年 天智4年 第五回遣唐使

遣唐使
（第二期 戦後処理の外交交渉）

667年 乾封 2年 6年 途中帰国
669年 総章 2年 8年 第六回遣唐使

30年以上にわたり遣唐使の派遣を中断
702年 武則天長安 2年 大宝2年 第七回遣唐使

遣唐使
（第三期 最盛期）

717年 唐玄宗開元 5年 養老元年 第八回遣唐使
733年 21年 天平5年 第九回遣唐使
746年 天宝 5年 18年 中止
752年 11年 天平勝宝4年 第十回遣唐使
759年 唐粛宗乾元 2年 天平宝字3年 第十一回遣唐使
762年 唐代宗宝応元年 6年 中止(二回)
777年 大暦12年 宝亀8年 第十二回遣唐使

遣唐使
（第四期 衰退期）

780年 唐徳宗建中元年 11年 第十三回遣唐使
804年 貞元20年 延暦23年 第十四回遣唐使
836年 唐文宗開成元年 承和5年 第十五回遣唐使
894年 唐昭宗乾寧元年 寛平6年 遣唐使を廃止
907年 唐が滅亡



漢
学
者
の
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
遣
唐

使
の
廃
止
を
建
議
し
た
人
物
は
誰
か
？

①
大
伴
家
持

②
菅
原
道
真

？



菅公謫居図(太宰府天満宮)

菅原道真



唐
の
滅
亡
を
予
見
し
た
菅
原
道
真
は
、

遣
唐
使
の
派
遣
中
止
を
建
議
す
る
が
、
前

回
の
遣
唐
使
派
遣
か
ら
六
十
年
近
く
が
過

ぎ
て
い
た
当
時
、
ど
の
よ
う
に
し
て
唐
の

情
勢
を
把
握
し
た
の
か
？

①
唐
か
ら
の
貿
易
商
人
を
通
し
て

②
唐
か
ら
の
外
交
使
節
を
通
し
て

？



菅家文草

入
唐
僧
と
貿
易
商
が
伝
え
た
情
報

『
菅
家
文
草
』
＊
に
収
め
ら
れ
た
建
議

書
に
よ
れ
ば
、
道
真
は
入
唐
僧
と
貿
易
商

が
伝
え
た
現
地
の
情
報
を
も
と
に
、
遣
唐

使
の
中
止
を
建
議
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

＊
『
菅
家
文
草
』
は
菅
原
道
真
の
漢
詩
文
集
。
九

〇
〇
年
成
立
。
全
十
二
巻
。



入
唐
僧
と
貿
易
商
が
伝
え
た
情
報

唐
に
滞
在
中
の
僧
・
中
瓘
が
去
年
三
月
、

貿
易
商
人
の
王
訥
等
に
託
し
て
送
っ
て
き

た
報
告
書
に
は
、
唐
の
衰
退
の
さ
ま
が
具

体
的
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

菅
原
道
真
「
諸
公
卿
を
し
て
遣
唐
使
の
進
止
を

議
定
せ
し
め
ん
こ
と
を
請
ふ
の
状
」

菅家文草



入
唐
僧
と
貿
易
商
が
伝
え
た
情
報

中
瓘
が
記
し
た
現
状
を
公
卿
・
博
士
ら

に
広
く
お
伝
え
い
た
だ
き(

遣
唐
使
派
遣
の)

可
否
を
ご
審
議
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
国
の

一
大
事
で
あ
り
、
私
自
身
の
た
め
に
申
し

上
げ
て
い
る
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

菅
原
道
真
「
諸
公
卿
を
し
て
遣
唐
使
の
進
止
を

議
定
せ
し
め
ん
こ
と
を
請
ふ
の
状
」

菅家文草
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民
族
文
化(

国
風
文
化)

の
時
代
へ

最
後
の
遣
唐
使
か
ら
六
年
後
の
八
四
二

年
、
李
隣
徳
と
い
う
唐
の
貿
易
商
人
が
日

本
を
訪
れ
た
。
こ
れ
以
後
、
唐
が
滅
亡
す

る
ま
で
の
六
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
唐
か
ら

の
商
船
の
来
航
は
三
十
数
回
を
数
え
、
日

中
間
の
交
流
は
遣
使
の
時
代
か
ら
民
間
交

流
の
時
代
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。

菅
原
道
真
は
、
こ
う
し
た
民
間
ル
ー
ト

を
通
じ
て
唐
の
衰
退
を
い
ち
早
く
察
知
し
、

遣
唐
使
の
中
止
を
建
議
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
三
〇
〇
年
近
く
続
い
た
遣
使

の
時
代
は
幕
を
閉
じ
、
日
本
は
日
本
語
を

中
心
と
す
る
独
自
の
民
族
文
化
＝
国
風
文

化
を
発
展
さ
せ
て
い
く
。



第二節「国風文化」の時代へ



国
風
文
化
の
時
代
へ

現
生
人
類
は
言
語
の
力
に
よ
っ
て
知
識

や
技
術
を
伝
達
・
共
有
し
て
き
た
。
こ
う

し
た
知
識
や
技
術
を
空
間
や
時
間
や
超
え

て
伝
達
・
共
有
し
、
高
度
な
文
明
を
築
く

た
め
に
発
明
さ
れ
た
の
が
文
字
で
あ
る
。

日
本
で
は
古
く
か
ら
中
国
語
を
記
述
す

る
た
め
に
作
ら
れ
た
漢
字
が
使
わ
れ
て
き

た
が
、
九
世
紀
ご
ろ
、
漢
字
を
も
と
に
日

本
語
を
記
述
す
る
た
め
の
新
た
な
文
字
体

系
が
誕
生
し
た
。
か
な
で
あ
る
。
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9世紀 万葉仮名から
ひらがなが誕生する





か
な
＝
民
族
文
字
に
よ
る
文
学
の
誕
生

〔
解
説
〕

遣
唐
使
の
時
代
、
か
な
は
漢
詩
・
漢
文

の
下
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
九
世
紀
の
末

に
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
か
な
＝
民

族
文
字
に
よ
る
文
学
が
興
隆
し
た
。

九
〇
五
年
に
は
紀
貫
之
ら
が
醍
醐
天
皇

の
命
に
よ
り
、
か
な
＝
民
族
文
字
に
よ
っ

て
和
歌
＝
民
族
歌
謡
を
記
し
た
最
初
の
勅

撰
集
＝
公
文
書
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』

(

二
〇
巻
、
数
一
〇
九
五
首)

を
編
纂
し
た
。



や
ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
た
ね
と
し

て
、
万
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。

世
の
中
に
あ
る
人
、
事
・
業
し
げ
き
も

の
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
事
を
、
見
る
も
の

聞
く
も
の
に
つ
け
て
言
ひ
い
だ
せ
る
な
り
。

花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
住
む
蛙(

か
は
ず)

の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
き
る
も
の
、

い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。

力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
し
、

目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
、

男
女
の
仲
を
も
や
は
ら
げ
、
猛
き
武
士
の

心
を
も
な
ぐ
さ
む
る
は
、
歌
な
り
。

『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序



や
ま
と
う

た
は
人
の
心
を
た
ね
と
し

て

也
満
止
宇

太
者
人
乃
心
越
堂
禰
止
之

？

ひ
ら
が
な
の
「
て
」
は
ど
の
漢
字
か
ら

作
ら
れ
た
の
か
？

①
丁

②
天

？



や
ま
と
う

た
は
人
の
心
を
た
ね
と
し

て

也
満
止
宇

太
者
人
乃
心
越
堂
禰
止
之

天



ひ
ら
が
な
の
も
と
に
な
っ
た
漢
字

楷
書

草
書

ひ
ら
が
な

か
な
＝
日
本
語
の
た
め
の
音
標
文
字

『
万
葉
集
』
に
使
わ
れ
た
万
葉
か
な
と
は

異
な
り
、
ひ
ら
が
な
は
漢
字
の
原
形
を
離

れ
、
日
本
語
を
記
述
す
る
た
め
の
独
自
の

音
標
文
字
と
な
っ
た
。



民
族
文
化
の
時
代
へ

独
自
の
民
族
文
字
を
作
っ
た
の
は
日
本

だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

東
ア
ジ
ア
で
は
古
く
か
ら
中
国
語
を
記

述
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
漢
字
が
共
通
文

字
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
、
九
世
紀
以

降
、
日
本
を
始
め
と
す
る
中
国
周
辺
の
諸

民
族
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
民
族
文
字
を

作
り
出
す
よ
う
に
な
る
。

自
ら
の
言
語
を
自
ら
の
文
字
で
記
述
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
諸
民
族
の
間
に
は
、

独
自
の
文
化
と
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
が
育
ま
れ
て
い
っ
た
。
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契丹文字
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西夏文字を制定公布

西夏文字



十
五
世
紀
半
ば
ま
で
民
族
語
表
記
す
る

た
め
の
固
有
文
字
が
誕
生
し
な
か
っ
た
国

は
ど
こ
か
？

①
モ
ン
ゴ
ル

②
朝
鮮
・
韓
国

？



0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

後漢 25-220

魏 220-265 蜀 221-263 呉 222-280

晋 265-316

五胡十六国時代 東晋 317-420

北朝 439-589 南朝 420-589

隋 581-619

唐 618-907

五代十国 907-960

遼 北宋 960-1127

金 1115-1234 南宋 1127-1279

元 1271-1368

明 1368-1644

清 1616-1912

中華民国 1912-1949

中華人民共和国 1949-

13世紀初めウイグル文字を
基にモンゴル文字が誕生



0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

後漢 25-220

魏 220-265 蜀 221-263 呉 222-280

晋 265-316

五胡十六国時代 東晋 317-420

北朝 439-589 南朝 420-589

隋 581-619

唐 618-907

五代十国 907-960

遼 北宋 960-1127

金 1115-1234 南宋 1127-1279

元 1271-1368

明 1368-1644

清 1616-1912

中華民国 1912-1949

中華人民共和国 1949-

1446年 李朝の第四代国王・世宗が
訓民正音(ハングル)を制定



韓国ドラマ「大王世宗」より



世
宗
が
民
族
固
有
の
文
字
で
あ
る
訓
民

正
音(

ハ
ン
グ
ル)

を
制
定
し
よ
う
と
し
た
時
、

こ
れ
に
反
対
し
た
と
い
う
人
物
は
実
在
し

た
の
か
？

①
実
在
し
た

②
ド
ラ
マ
の
脚
色
に
過
ぎ
ず
、
実
在
は

し
な
い

？



崔
萬
理
等
ら
の
上
奏
文

(
世
宗
二
六
年(

一
四
四
四
年)

二
月)

庚
子

の
日
、
集
賢
殿
副
提
學
・
崔
萬
理
＊

等
が
上

奏
し
て
言
っ
た
。

（
朝
鮮
）
世
宗
實
録
巻
一
〇
三
世
宗
二
六
年
二
月
庚
子
条

＊
崔
萬
理
は
李
氏
朝
鮮
・
世
宗
時
代
の
学
者
、
文
臣
。
字
は

子
明
、
号
は
江
湖
散
人
。
原
籍
は
海
州
。
一
四
一
九
年
、

科
挙
に
合
格
し
、
弘
文
館
、
集
賢
殿
博
士
な
ど
を
兼
任
し
、

副
提
学
と
な
る
。
世
宗
が
訓
民
正
音
を
制
定
し
た
際
に
は
、

六
箇
条
の
理
由
を
挙
げ
て
反
対
し
た
。

世宗實録(韓国・国史編纂委員会)



崔
萬
理
等
ら
の
上
奏
文

「
昔
か
ら
中
国
を
中
心
と
す
る
こ
の
世
界

で
は
、
風
俗
習
慣
は
異
な
っ
て
も
、
言
語

が
違
う
か
ら
と
い
っ
て
別
の
文
字
を
作
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
蒙
古

や
西
夏
、
女
真
、
日
本
、
西
蕃
な
ど
に
は

各
々
の
文
字
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は

す
べ
て
夷
狄
の
こ
と
で
あ
り
、
論
ず
る
に

足
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

（
朝
鮮
）
世
宗
實
録
巻
一
〇
三
世
宗
二
六
年
二
月
庚
子
条

世宗實録(韓国・国史編纂委員会)



崔
萬
理
等
ら
の
上
奏
文

「
歴
代
の
中
国
王
朝
は
わ
が
国
に
は
箕
子

の
遺
風
＊

が
あ
り
、
文
物
礼
楽
は
中
華
に
比

肩
す
る
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
い
ま
別
に

諺
文(

ハ
ン
グ
ル)

を
制
定
し
、
中
国
を
捨
て

て
夷
狄
と
同
じ
に
な
っ
た
の
で
は‥

‥

文

明
を
大
き
く
害
す
る
だ
け
で
し
ょ
う
」

（
朝
鮮
）
世
宗
實
録
巻
一
〇
三
世
宗
二
六
年
二
月
庚
子
条

＊
箕
子
は
、
周
の
武
王
が
殷
を
倒
し
た
後
、
朝
鮮
に
封
ぜ
ら

れ
た
と
い
う
殷
の
遺
臣
。

世宗實録(韓国・国史編纂委員会)



特
権
化
し
た
中
国
語
を
操
る
支
配
層

〔
解
説
〕

地
政
学
的
に
中
国
と
密
接
な
関
係
に

あ
っ
た
朝
鮮
で
は
、
中
国
語
（
漢
文
）
を

操
る
支
配
層
が
特
権
化
し
、
民
族
固
有
の

文
字
の
発
達
を
遅
ら
せ
て
い
た
。

い
っ
ぽ
う
大
陸
と
海
を
隔
て
た
日
本
は
、

中
国
語
の
使
用
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

い
ち
早
く
民
族
固
有
の
文
字
を
生
み
出
し
、

民
族
語
＝
日
本
語
に
よ
る
文
化
の
創
造
と

技
術
の
蓄
積
を
可
能
に
し
て
い
っ
た
。



かなが育んだ民族文学
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朝鮮の世宗が訓民正音(ハングル)を制定(15世紀半ば)

古今和歌集(905年) 土佐日記(935年) 竹取物語(10世紀) 枕草子(10世紀末)

源氏物語(11世紀初)

平家物語(13世紀)

太平記(14世紀)

今昔物語集(12世紀)



細川半蔵著『機巧図彙』(寛政８年(1796)刊 九大付属図書館蔵)

第二節 民間交流が生んだ
新たな日本のイメージ



唐
で
は
日
本
人
に
は
あ
る
特
殊
な
技
術

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
技
術

と
は
？

①
ミ
サ
イ
ル
を
作
る
技
術

②
ロ
ボ
ッ
ト
を
作
る
技
術？



倭
の
か
ら
く
り
職
人
・
韓
志
和

九
世
紀
、
貿
易
商
人
の
往
来
な
ど
で
日

中
間
の
民
間
交
流
が
盛
ん
に
な
る
と
、
日

本
の
精
巧
な
か
ら
く
り
技
術
が
、
中
国
の

人
々
の
間
で
評
判
と
な
っ
た
。

唐
末
の
蘇
鶚
が
著
し
た
『
杜
陽
雑
編
』

に
は
、
日
本
か
ら
来
た
韓
志
和
と
い
う
人

物
が
、
精
巧
な
か
ら
く
り
技
術
で
中
国
の

人
々
を
驚
か
せ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。



倭
の
か
ら
く
り
職
人
・
韓
志
和

飛
龍
衛
士
の
韓
志
和
は
も
と
倭
国
の
人

で
あ
る
。
木
工
細
工
を
得
意
と
し
、
い
ろ

い
ろ
な
鳥
の
姿
を
作
っ
た
。
そ
の
動
き
は

本
物
そ
っ
く
り
だ
っ
た
。
腹
の
中
に
し
か

け
を
入
れ
、
飛
ば
す
と
勢
い
よ
く
舞
い
上

が
り
、
三
尺
ほ
ど
の
高
さ
で
一
、
二
百
歩

も
飛
び
続
け
た
。

(

唐)

蘇
鶚
『
杜
陽
雑
編
』
巻
中
韓
志
和(

説
郛
所
収)

説郛所収杜陽雑編巻中



倭
の
か
ら
く
り
職
人
・
韓
志
和

志
和
は
懐
か
ら
数
寸
四
方
の
桐
の
箱
を

一
つ
取
り
出
し
た
。
中
に
は
蝿
虎
子
と
い

う
も
の
が
一
、
二
百
個
余
り
入
っ
て
い
た
。

‥
‥

五
隊
に
分
け
て
涼
州
の
舞
を
舞
わ
せ

る
と
い
う
。

(

唐)

蘇
鶚
『
杜
陽
雑
編
』
巻
中
韓
志
和(

説
郛
所
収)

説郛所収杜陽雑編巻中



倭
の
か
ら
く
り
職
人
・
韓
志
和

陛
下
が
楽
師
に
命
じ
て
曲
を
演
奏
さ
せ

る
と
、
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
、
く
る
く
る

と
踊
り
出
し
、
言
葉
を
発
す
る
場
面
で
は

な
に
や
ら
蝿
の
よ
う
な
音
を
立
て
る
。
曲

が
終
わ
る
と
、
尊
卑
の
等
級
が
あ
る
か
よ

う
に
、
累
々
と
し
て
退
い
た
。

(

唐)

蘇
鶚
『
杜
陽
雑
編
』
巻
中
韓
志
和(

説
郛
所
収)

説郛所収杜陽雑編巻中



倭
の
か
ら
く
り
職
人
・
韓
志
和

陛
下
は
な
か
な
か
の
見
も
の
で
あ
っ
た

と
、
雑
綵
、
銀
椀
を
下
賜
さ
れ
た
。
志
和

は
宮
廷
の
門
を
出
る
と
、
そ
れ
ら
を
み
な

人
に
分
け
与
え
、
そ
の
年
の
中
に
所
在
が

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

(

唐)

蘇
鶚
『
杜
陽
雑
編
』
巻
中
韓
志
和(

説
郛
所
収)

説郛所収杜陽雑編巻中



当
時
、
日
本
で
は
本
当
に
ロ
ボ
ッ
ト
が

作
ら
れ
て
い
た
の
か
？

①
作
ら
れ
て
い
た

②
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た？



古
代
日
本
の
か
ら
く
り
技
術

日
本
の
精
巧
な
か
ら
く
り
技
術
が
、
大

陸
で
評
判
に
な
っ
て
い
た
こ
ろ
、
日
本
国

内
で
も
高
陽
親
王
（
か
や
の
み
こ
）
が

作
っ
た
か
ら
く
り
人
形
が
、
人
気
を
博
し

て
い
た
こ
と
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第

二
十
四
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。



高
陽
親
王
（
か
や
の
み
こ
）
は
、
何
の

た
め
に
か
ら
く
り
人
形
を
作
っ
た
の
か
？

①
お
茶
を
客
に
運
ば
せ
る
た
め

②
水
田
を
旱
魃
か
ら
救
う
た
め

？



古
代
日
本
の
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト

む
か
し
高
陽
親
王
＊

と
い
う
人
が
い
た
。

こ
れ
は
□
天
皇
の
御
子
で
あ
る
。
細
工
作

り
が
き
わ
め
て
上
手
で
あ
っ
た
。

京
極
寺
と
い
う
寺
が
あ
っ
た
。
こ
の
寺

は
親
王
が
建
て
た
寺
で
あ
る
。
こ
の
寺
の

前
の
河
原
に
あ
る
田
は
、
こ
の
寺
の
所
領

で
あ
っ
た
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
廿
四

＊
高
陽
親
王(

か
や
の
み
こ)‥

桓
武
天
皇
の
第
十

皇
子
・
賀
陽
親
王(

か
や
し
ん
の
う
、
七
九
四

～
八
七
一
年)

の
こ
と
か
。

今昔物語集巻二十四（実践女子大学蔵）



古
代
日
本
の
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト

と
こ
ろ
が
あ
る
年
、
旱
魃
が
起
こ
り
、

水
田
が
干
上
が
っ
て
大
騒
ぎ
と
な
っ
た
。

こ
の
田
は
賀
茂
川
の
水
を
引
い
て
い
た

た
め
に
、
川
の
水
が
涸
れ
る
と
ま
る
で
庭

の
よ
う
に
な
り
、
苗
も
赤
ら
ん
で
し
ま
っ

た
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
廿
四

今昔物語集巻二十四（実践女子大学蔵）



古
代
日
本
の
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト

す
る
と
高
陽
親
王
は
左
右
の
手
に
器
を

捧
げ
て
立
つ
四
尺
ば
か
り
の
子
供
の
人
形

を
作
り
、
こ
れ
を
田
の
中
に
立
て
た
。

子
供
の
持
つ
器
の
中
に
水
を
入
れ
る
と
、

こ
れ
を
受
け
て
顔
に
流
れ
か
か
る
し
く
み

に
な
っ
て
い
た
。‥

‥
京
中
の
人
が
市
を

な
し
て
集
ま
り
、
器
に
水
を
入
れ
て
興
じ

る
者
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
廿
四

今昔物語集巻二十四（実践女子大学蔵）



古
代
日
本
の
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト

そ
う
す
る
う
ち
に
水
は
自
然
と
溜
ま
り
、

田
を
満
た
し
た
。
そ
こ
で
人
形
を
し
ま
い
、

水
が
乾
く
と
再
び
取
り
出
し
て
田
の
中
に

立
て
た
。
人
々
は
ま
た
前
の
よ
う
に
水
を

入
れ
た
の
で
、
田
は
水
が
満
ち
た
。
こ
う

し
て
そ
の
田
は
少
し
も
干
上
が
ら
ず
に
す

ん
だ
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
廿
四

今昔物語集巻二十四（実践女子大学蔵）



細川半蔵著『機巧図彙』(寛政８年(1796)刊 九大付属図書館蔵)

か
な
に
よ
る
技
術
の
伝
承
と
普
及

か
な
は
民
族
文
学
を
発
展
さ
せ
た
ば
か

り
で
な
く
、
産
業
や
技
術
の
普
及
と
伝
承

に
も
大
き
く
貢
献
し
た
。

江
戸
中
期
の
土
佐
長
岡
の
郷
士
で
暦
学

者
の
細
川
半
蔵(

？
～
一
七
九
六)

は
、
一
七

九
六
年
、
各
種
の
か
ら
く
り
の
技
法
を
ひ

ら
が
な
で
紹
介
し
た
『
機
巧
図
彙
』
を
刊

行
し
た
。



東
芝
の
創
業
者
・
田
中
久
重

ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
た
書
物
は
、
知
識

や
技
術
の
普
及
を
促
し
た
。

鼈
甲
職
人
の
家
に
生
ま
れ
た
田
中
久
重

は
、
細
川
半
蔵
の
『
機
巧
図
彙
』
か
ら
か

ら
く
り
の
技
術
を
学
び
、
や
が
て
和
時
計

の
最
高
傑
作
「
万
年
自
鳴
鐘
」
の
開
発
に

成
功
し
た
。

晩
年
に
は
通
信
機
器
の
開
発
と
製
造
を

行
い
、
今
日
の
東
芝
の
創
業
者
と
な
っ
た
。

田中久重（1799-1881）



「ものづくりの先覚・田中久重」（NHKEテレ2019年8月27日2200-）



田中久重(1799-1881)が制作したからくり人形（江戸東京博物館）



江
戸
時
代
、
か
ら
く
り
の
技
術
は
見
世

物
と
し
て
広
く
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
い
た
。

か
ら
く
り
の
し
く
み
を
紹
介
し
た
『
璣
訓

蒙
鏡
草
』(
か
ら
く
り
き
ん
も
う
か
が
み
く

さ)

＊

に
は
、
人
形
が
三
味
線
を
ひ
く
か
ら

く
り
が
載
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ

う
な
し
く
み
だ
っ
た
の
か
？

＊
多
賀
谷
環
中
仙
撰
『
璣
訓
蒙
鏡
草
』
三
巻
、
享
保
十
五
年

（
一
七
三
〇
年
）
刊

？



？

座
頭
の
人
形
三
味
せ
ん
引
か
ら
く
り

是
は
座
頭
の
人
形
の
中
へ
十
才
ば
か
り

の
人
は
い
り
て
い
ろ
い
ろ
に
つ
か
ふ
な
り
。

三
味
線
と
い
ふ
物
、
か
ら
く
り
に
て
引
さ

れ
る
物
に
あ
ら
ず
。

＊
多
賀
谷
環
中
仙
撰
『
璣
訓
蒙
鏡
草
』
三
巻
、
享
保
十
五
年

（
一
七
三
〇
年
）
刊



ホンダ ASIMO 指揮・デトロイト交響楽団演奏
「インポッシブル・ドリーム」（2008年5月13日）



ま
と
め

九
世
紀
の
末
、
唐
の
衰
退
を
い
ち
早
く

予
見
し
た
日
本
は
、
遣
唐
使
を
廃
止
す
る
。

こ
う
し
て
三
〇
〇
年
近
く
続
い
た
遣
使
の

時
代
は
幕
を
閉
じ
る
。

こ
の
こ
ろ
日
本
で
は
、
漢
字
を
も
と
に

日
本
語
を
記
述
す
る
た
め
の
音
標
文
字
＝

か
な
が
誕
生
し
て
い
た
。
遣
唐
使
が
廃
止

さ
れ
る
と
、
こ
の
民
族
文
字
を
中
心
と
す

る
独
自
の
民
族
文
化
＝
国
風
文
化
が
発
展

す
る
。

か
な
は
民
族
文
学
の
発
展
を
促
す
と
と

も
に
、
知
識
や
技
術
の
伝
承
や
普
及
を
可

能
に
し
た
。

遣
使
に
代
わ
っ
て
貿
易
商
人
に
よ
る
民

間
交
流
が
盛
ん
に
な
る
と
、
中
国
の
人
々

の
間
で
は
、
日
本
は
精
巧
な
工
芸
技
術
に

長
け
た
国
と
い
う
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
が
広

が
っ
て
い
っ
た
。


